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 令和６年１１月２９日 

 

山形市 財 政 部 契 約 課 

まちづくり政策部住宅政策課 

 

 

 

 

 

当市では、事業者の負担軽減や利便性の向上を目的として、令和５年１０月から見積書等に係る

押印を省略可能としましたが、令和６年１２月１日から、入札書及び委任状等への押印を省略可能

とし、下記のとおり取り扱います。 

 

押印の省略が可能な書類  

   ① 入札書 NEW          ⑥ 工事完成通知書兼検査報告書 

② 委任状 NEW            委託業務完了通知書兼検査報告書 

  ③ 見積書（一般用）       ⑦ 委託料概算払精算書 

④ 見積書（物品用）       ⑧ 単価契約伝票 

  ⑤ 入札（見積り合わせ）辞退届  ⑨ 給油伝票 

※法令、規則等で押印の定めがある文書については引き続き押印が必要です。 

 

※注意事項  

① 押印を省略した入札書・見積書には、必ず本件責任者（発行部門の責任者）及び担当者（提出

する担当者）の部署名・氏名・連絡先（電話番号）を記載してください。 

   ※代表者が本件責任者を兼ねることは可能です。 

 

② 押印を省略した入札書及び見積書を代理人が提出する場合は、委任状の代理人印も省略する

ことができます。 

押印を省略した委任状には、必ず本件責任者（委任状発行部門の責任者）及び担当者（委任状

発行部門の担当者）の部署名・氏名・連絡先（電話番号）を記載してください。 

   ※代表者が本件責任者を兼ねることは可能です。 

 

 ③入札書・見積書・委任状の押印を省略した場合で、本件責任者及び担当者の記載がないなど、

入札（見積り）が真正なものであることが確認することができない場合は、入札（見積り）を

無効とします。 

 

④ 入札書を封入する封筒への封印を廃止します。 

入札書への押印の有無に関わらず、封筒への封印は不要です（封印を押印しても有効なものと  

します。）。 

 

令和６年１２月から入札書等への押印を省略できます 
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 ⑤ これまでどおり押印した入札書・委任状も有効なものとします。 

   押印した入札書には代表者印（代理人が入札する場合は代理人氏名と代理人印）を、押印  

した委任状には代表者印と代理人印をそれぞれ押印してください。 

   本件責任者及び担当者欄の記載は不要です。 

 

入札書記載例 （押印省略する場合）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・押印を省略する場合は記載してください。記載がない又は不備があった場合は、入札（見積り）が 

無効となります。 

・本件責任者とは、入札書を発行した部門の責任者を指します。 

・担当者とは、本取引に関する事務を担当し、入札書の提出を行う者を指します。なお、本件責任者

が担当者と同一の場合は、担当者氏名欄に「同上」と記載してください。 

競争入札参加資格審査申請時

（登録時）に、支店等で登録を  

行っている場合は、登録している

支店等の住所、名称及び支店等

の代表者名を記載してください。 
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委任状記載例 （押印省略する場合）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入札書（見積書）の押印を  

省略する場合は、代理人  

使用印鑑の押印は不要です。 

必ず本件責任者及び担当者

欄を記載してください。 

・押印を省略する場合は記載してください。記載がない又は不備があった場合は、入札（見積り）が無効 

となります。 

・本件責任者とは、委任状を発行した部門の責任者を指します。 

・担当者とは、委任状を発行した部門の担当者を指します。なお、本件責任者が担当者と同一の場合

は、担当者の氏名欄に「同上」と記載してください。 

競争入札参加資格審査申請時

（登録時）に、支店等で登録を  

行っている場合は、登録している

支店等の住所、名称及び支店等

の代表者名を記載してください。 
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入札書記載例（押印する場合） 
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者
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競争入札参加資格審査申請時（登録

時）に、 支店等で登録を行っている 

場合は、登録して いる支店等の名称

及び支店等の代表者名を記載し、  

代表者印を押印してください。 

代理人が入札に参加する場合は、 

「代理人 ○○ ○○（氏名）」と追記し、 

代理人印（委任状に押印した代理人印） 

を押印してください。 

押印した入札書を提出する場合は、本件責任者及び担当者欄の記載は不要です。 
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委任状記載例（押印する場合） 
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表
者
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競争入札参加資格審査申請時（登録

時）に、 支店等で登録を行っている

場合は、登録している支店等の名称

及び支店等の代表者名を記載し、  

代表者印を押印してください。 

代理人が入札（見積り合わせ）に参加する場合は、

入札書（見積書）に押印する代理人印を押印して 

ください。 

押印した委任状を提出する場合は、本件責任者及び担当者欄の記載は不要です。 
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封筒記載例 
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・封筒表面には、「入札書」の文字、案件名、住所及び名称・氏名を記載してください。 

・封筒裏面の封印は不要です（封印を押しても有効なものとします。）。 

 


